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募集します！別府市協働のまちづくり推進委員

 サイレン吹鳴・緊急速報メールが届きます防災訓練９月１日（水）12 時 安全確保
行動訓練

▲

募集人数　２人
　　　　　※別府市議会議員、別府市職員は除く。

対　　象　20 歳以上の市内在住・在勤・在学者で
　　　　　年３回程度の委員会に参加できる人
　　　　　※委員会は日中に市役所内で開催予定

任　　期　委嘱日から２年
　　　　　（令和３年 11 月に委嘱予定）

報　　酬　１回の出席につき 4,900 円

募集期間　９月１日（水）～ 21 日（火）

応募方法　公募委員申込書に必要事項を記入のうえ、
　　　　　「協働のまちづくりをすすめるために必要
　　　　　なこと」をテーマにした意見を 400 字程
　　　　　度にまとめて、下記の申込先へ郵送、メー
　　　　　ルまたは直接窓口へお持ちください。
　　　　　※応募書類は返却しません。

申�込�書　自治連携課窓口または市ホームページか　
　　　　   らダウンロードしてください。
　　　　　「トップページ」→「募集」→「別府市協
　　　　　働のまちづくり推進委員会委員募集」

選考方法　書類審査
結果通知　10 月上旬に郵送により通知

　　　　　　　　申 問　自治連携課　
　　　　　　　　　　　 〒８７４－８５１１　
             　　　　　　　　  別府市上野口町１番 15 号　　
　　　　　　　　　　　 ☎２１－１１２５　
　　　　　　　　　　　 aup-pf@city.beppu.lg.jp

　別 府 市 が 行 う 協 働 の ま ち づ く り に 関 す る 事 項 の 調 査 や ア ド バ イ ス を し て い た だ く た め 、 「 別 府
市 協 働 の ま ち づ く り 推 進 委 員 会 」 の 委 員 を 募 集 し ま す 。 委 員 会 は 、 今 回 の 公 募 者 の ほ か に 、 学 識
経験者、協働のまちづくりを行っている市民またはその代表者、市の職員などで構成されます。

国
民
健
康
保
険
・

後
期
高
齢
者
医
療

制
度
夜
間
窓
口

「
日
中
、
仕
事
で
納
付
に
行
け

な
い
」
「
社
会
保
険
に
加
入
し

た
け
ど
日
中
仕
事
で
脱
退
の
手

続
に
行
け
な
い
」
な
ど
で
お
困

り
の
人
の
た
め
に
夜
間
窓
口
を

開
設
し
ま
す
。
保
険
税
・
保
険

料
の
納
付
や
納
付
相
談
、
加
入

や
脱
退
の
手
続
に
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
電
話
で
の

相
談
も
受
け
付
け

ま
す
。

日
時　

９
月
９
日
㈭
、
21
日
㈫

　
　
　

17
時
30
分
～
20
時

問　

保
険
年
金
課

　
　

☎
（21）
１
１
４
８

国
民
健
康
保
険
証

の
発
送

70
歳
に
な
る
人

　

国
民
健
康
保
険
加
入
中
で
70

歳
に
な
る
人
（
昭
和
26
年
９
月

２
日
～
昭
和
26
年
10
月
１
日
生

ま
れ
）
へ
、
令
和
４
年
７
月
末

日
ま
で
の
高
齢
受
給
者
証
一
体

型
保
険
証
を
９
月
下
旬
に
郵
送

し
ま
す
。

問　

保
険
年
金
課

　
　

☎
（21）
１
１
４
８



市報べっぷ 62021.9

秋
の
全
国

交
通
安
全
運
動

期
間　

９
月
21
日
㈫
～
30
日
㈭

　

秋
は
夕
暮
れ
の
早
ま
り
に
よ

り
交
通
事
故
が
多
発
す
る
季
節

で
す
。
正
し
い
交
通
マ
ナ
ー
の

第
 
回
大
分
県
民

体
育
大
会

　

９
月
11
日
㈯
～
13
日
㈪
を
主

日
程
に
（
一
部
は
別
日
程
）、
日

田
市
や
玖
珠
郡
な
ど
久
大
地
区
を

主
会
場
に
開
催
さ
れ
ま
す
。
別
府

市
選
手
団
に
熱
い
応
援
を
お
願
い

し
ま
す
。
な
お
、
別
府
市
内
で
は

左
記
の
５
競
技
が
行
わ
れ
ま
す
。

◇
ゴ
ル
フ
競
技　

９
月
10
日
㈮

　

城
島
高
原
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ

◇
テ
ニ
ス
競
技

　
（
女
子
）　

９
月
11
日
㈯

　

市
営
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

◇
自
転
車
競
技

　
（
ト
ラ
ッ
ク
）　

９
月
11
日
㈯

　

別
府
競
輪
場

宝くじ助成金による
コミュニティ助成事業

 （一財）自治総合センターでは、宝くじの社
会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収
入を財源に自治意識の向上を
図るためのコミュニティ助成
事業を行っています。
山の手町自治会
コミュニティ活動備品の整備
　山の手町自治会では、コミュニティ助成金
を活用して、会議用テーブルやマルチベンチ、
リヤカーなどを整備し、地域住民が寄り合う
公民館活動の内容を充実させて住民福祉の向
上を図るとともに、災害時にも即応できる体
制づくりを目指しています。

問 　自治連携課　☎２１－１１２５ 

意
見
募
集（
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
）の
実
施

　

市
の
貴
重
な
財
産
で
あ
る
清

ら
か
な
水
を
次
世
代
に
継
承
す

る
た
め
、
変
わ
り
ゆ
く
社
会
情

勢
に
合
わ
せ
、
現
状
に
合
っ
た

生
活
排
水
処
理
施
設
（
公
共
下

水
道
、
合
併
浄
化
槽
な
ど
）
を

整
備
す
る
方
針
を
策
定
し
、
汚

水
処
理
施
設
整
備
区
域
の
変
更

を
検
討
し
て
い
ま
す
。

　

市
民
の
皆
様
に
広
く
ご
意
見

を
い
た
だ
く
た
め
、
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
ま
す
。

日
程　

９
月
１
日
㈬
９
時
～

　
　
　

30
日
㈭
17
時

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
掲
載

 

「
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」↓「
施

設
」↓
「
水
道
・
下
水
道
」

↓「
別
府
市
上
下
水
道
局
」

↓「
Ｕ
Ｒ
Ｌ
」を
ク
リ
ッ
ク

HP https://w
w

w.city.beppu. 
     oita.jp/suido/index.htm

l

問　

上
下
水
道
局
下
水
道
課

　
　

☎
（21）
１
４
８
６

◇
サ
ッ
カ
ー
競
技　

　

９
月
11
日
㈯
・
12
日
㈰

　
市
営
実
相
寺
サ
ッ
カ
ー
場
ほ
か

◇
水
泳
競
技　

９
月
12
日
㈰

　

市
営
青
山
プ
ー
ル

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
状
況
に
よ
り
中
止
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

問　

ス
ポ
ー
ツ
推
進
課

　
　

☎
（21）
８
０
８
８

実
践
と
、
街
頭
啓
発
や
交
通
安

全
の
呼
び
か
け
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

◇
子
ど
も
や
高
齢
者
へ
思
い
や
り

の
あ
る
運
転
を
し
ま
し
ょ
う
。

◇
道
路
を
横
断
す
る
と
き
に

は
、
手
を
あ
げ
る
な
ど
、
ド

ラ
イ
バ
ー
に
横
断
す
る
意
思

を
伝
え
ま
し
ょ
う
。

◇
夕
暮
れ
時
は
早
め
に
ヘ
ッ

ド
ラ
イ
ト
を
点
灯
さ
せ
ま

し
ょ
う
。

◇
自
転
車
は
歩
行
者
を
優
先
し

て
安
全
に
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

◇
飲
酒
運
転
、
妨
害
運
転
は
絶

対
に
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

問　

生
活
環
境
課

　
　

☎
（21）
１
１
３
４

74

▲ホームページ

会
計
年
度
任
用
職
員

短
期
間
等（
別
府
競
輪

場
・
サ
テ
ラ
イ
ト
宇

佐
）募
集
の
お
知
ら
せ

　

別
府
競
輪
場
で
は
、
業
務
繁

忙
期
や
職
員
に
欠
員
が
生
じ
た

と
き
な
ど
に
、
会
計
年
度
任
用

職
員
【
短
期
間
等
（
別
府
競
輪

場
・
サ
テ
ラ
イ
ト
宇
佐
）
】
と

し
て
勤
務
し
て
い
た
だ
け
る
人

を
募
集
し
ま
す
。

　

今
回
の
募
集
は
、
あ
ら
か
じ

め
会
計
年
度
任
用
職
員
【
短
期

間
等
（
別
府
競
輪
場
・
サ
テ
ラ

イ
ト
宇
佐
）
】
候
補
者
と
し
て

登
録
し
て
い
た
だ
き
、
登
録
者

の
中
か
ら
必
要
に
応
じ
て
選
考

し
、
会
計
年
度
任
用
職
員
【
短

期
間
等
（
別
府
競
輪
場
・
サ
テ

ラ
イ
ト
宇
佐
）
】
と
し
て
任
用

す
る
も
の
で
す
。

　

登
録
期
間
中
に
、
必
ず
し
も

任
用
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
、
左
記
へ
お
問
い
合

　

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

別
府
競
輪
場

　
　

公
営
競
技
事
務
所

　
　
（
亀
川
東
町
１
番
36
号
）

　
　

☎
（67）
５
５
７
８

keirin-te@
city.beppu.lg.jp
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※
受
付
場
所
が
グ
ラ
ン
ド
フ
ロ

ア
か
ら
、
市
役
所
３
階（
公
園

緑
地
課
横
）へ
変
わ
り
ま
し
た
。

員
で
な
い
こ
と

⑤ 

世
帯
員
の
所
得
を
合
算
し

て
控
除
後
の
月
額
所
得
が

15
万
８
千
円
以
下

※ 

条
件
に
よ
り
所
得
の
上
限
が
緩

和
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

単
身
で
申
し
込
む
場
合

上
記
①
③
④
⑤
の
申
込
資
格
に

加
え
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

⑥ 
入
居
日
時
点
で
満
60
歳
以
上

で
あ
る
こ
と

⑦
身
体
障
が
い
者
（
身
体
障
害

　

者
手
帳
１
級
～
４
級
）

⑧
精
神
障
が
い
者

　
（
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
１
級
～
３
級
程
度
）

⑨
知
的
障
が
い
者（
⑧
と
同
程
度
）

⑩
生
活
保
護
受
給
者

住宅名 募集
戸数 棟 階数 入居基準

光の園

１ G ２ 単身者

１ H １ 単身者（※身障者用）

１ B 1

単身者

・家族

１ F ５

１ L ２

鶴見
１

H
２

１ ５

青山 １ B ３

西別府 １ B ４ 単身者・家族（※高齢）

竹の内
１ D ３

家族

１ F ２

向原
２

A
３

１ ４

宮園

１

A

１

１ ３

１ ４

１ B ４

石垣原
１ A ３

１ B 簡二

北中 １ A ４

古賀口
１

C
１

１ ３

平田 １ ー ３

新別府 １ A ３

扇山
１ C ３

１ D １

石田

１ A ４

１
B

２

１ ４

小倉 １ A １

野口原 １ A ２

松原（特公賃） １ ー ５ 若年夫婦・若年単身者

◆申込みには「マイナンバー」が必要です

　市営住宅の申込みには、来た人の本人確

認と、申込者（入居者全員分）のマイナン

バーの提示が必要です。「通知カード」か

「マイナンバーカード」と本人確認書類を

忘れずにお持ちください。

※
身
障
者
用
住
宅
は
、
身
体
障
害

者
手
帳
１
級
ま
た
は
２
級
保
持
者

で
、車
い
す
利
用
者
で
あ
る
こ
と
。

※
西
別
府
住
宅（
高
齢
者
向
け
）

に
つ
い
て
は
、
別
府
市
に
引

き
続
き
１
年
以
上
住
所
を
有

す
る
こ
と
、
65
歳
以
上
か
ら

な
る
世
帯
ま
た
は
65
歳
以
上

の
単
身
者
で
あ
る
こ
と
。

◆
若
年
夫
婦
・
若
年
単
身
者
用　
　

　

住
宅
（
１
戸
）

申
込
資
格　
一
般
公
営
住
宅
の
申

込
資
格
①
③
④
に
加
え
、
次
の
条

件
を
全
て
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

Ⓐ
控
除
後
の
月
額
所
得
が
15
万
８
千

円
を
超
え
25
万
９
千
円
以
下

Ⓑ
若
年
夫
婦
・
若
年
単
身
者
向
け
住

宅
は
令
和
３
年
11
月
１
日
現
在
の

◆
一
般
公
営
住
宅
（
32
戸
）

申
込
資
格　

次
の
条
件
を
全
て 

　

満
た
し
て
い
る
こ
と
。

① 

住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
（
公

営
住
宅
の
契
約
者
、
持
ち
家

が
あ
る
人
は
申
込
不
可
）

②
同
居
す
る
親
族
が
い
る

　
（
単
身
者
用
住
宅
を
除
く
）

③
市
税
を
完
納
し
て
い
る

④ 

入
居
申
込
者
全
員
が
暴
力
団

市
営
住
宅
入
居
者
募
集

申

問　

別
府
市
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

　
　
　

☎
（21）
２
２
０
０

申
込
期
間　

　

９
月
１
日
㈬
～
10
日
㈮

抽
選
日　

９
月
18
日
㈯

年
齢
が
35
歳
以
下
の
者
か
ら
な
る

夫
婦
で
他
に
同
居
人
が
い
な
い
こ

と
、
ま
た
は
35
歳
以
下
の
単
身
者

■
申
込
方
法

　

必
要
書
類
を
添
え
、
期
限
内

    

に
窓
口
へ
提
出
（
郵
送
可
）。

※ 

入
居
者
の
状
況
に
よ
り
書
類
が
異

な
り
ま
す
。
詳
細
は
お
問
合
せ
を
。

■
申
込
上
の
注
意
事
項

①  

婚
姻
中
の
夫
婦
の
一
方
の
み

（
夫
婦
別
居
中
、単
身
赴
任
等
）

で
の
申
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

 

た
だ
し
、
婚
約
済
み
で
当
選

後
、
指
定
の
入
居
日
か
ら
３

か
月
以
内
に
入
籍
予
定
の
場

合
は
申
込
み
が
で
き
ま
す
。

② 

当
選
後
、
入
居
資
格
の
再
審

査
を
行
い
ま
す
。
こ
の
時
申

込
資
格
に
合
致
し
な
い
場
合

　

は
入
居
で
き
ま
せ
ん
。

③ 

市
営
住
宅
の
入
居
は
当
選
し
た

月
の
翌
々
月
１
日
か
ら
で
す
。

当
選
前
の
内
見
は
で
き
ま
せ
ん
。

④ 

市
営
住
宅
及
び
そ
の
敷
地
内

で
の
ペ
ッ
ト
の
飼
育
・
持
ち

込
み
は
禁
止
で
す
。

空
家
情
報
テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス

☎
(27)
０
８
３
９（
24
時
間
案
内
）

大
分
県
住
宅
供
給
公
社
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

　
（w

w
w

.oita-jkk.jp)

　
「
大
分
県
住
宅
供
給
公
社
」→

　
「
別
府
市
営
住
宅
」

各
出
張
所
窓
口　

間
取
り
の
み

◆
浜
脇
高
層
店
舗
・
浜
脇
再
開

　

発
店
舗
入
居
者
募
集

申
込
受
付　

随
時
先
着
順

※
先
着
順
の
た
め
、
申
込
時
点
で

決
定
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
敷
金
は
月
額
家
賃
の
６
か
月

　

分
で
す
。
詳
細
は
左
記
へ 

。

申

問　
別
府
市
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

　
　
　

☎
(21)
２
２
０
０

物件 浜脇
高層店舗

浜脇
再開発店舗

場所 浜脇１丁目
８番５号

浜脇２丁目
８番 20 号

店舗
面積  51.26 ㎡  44.93 ㎡

月額
家賃  58,640 円  53,870 円
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マイナポイント、マイナンバーカードの申請サポート

【マイナポイントの申請】
　４月末までにマイナンバーカードを申請し
た人は、マイナポイントの申請ができます
（12月末まで）。期限を過ぎると申請でき
なくなるので、早めの手続をお願いします。
◆必要な持ち物
・マイナンバーカード
・カード取得時に設定した４桁のパスワード
・キャッシュレス決済で使用するカードや
　アプリが入ったスマートフォン

消
費
生
活
相
談

　

消
費
生
活
に
関
す
る
ト
ラ
ブ

ル
や
契
約
・
解
約
な
ど
の
相
談

を
受
け
て
い
ま
す
。
一
人
で
悩

ま
ず
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

日
時　

毎
週
月
～
金
曜
日

　
　
　

９
時
～
16
時
30
分

　
　
　

※
土
日
祝
日
は
除
く
。

相
談
員

　

消
費
生
活
専
門
相
談
員

場�

所
・
問　

　

別
府
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
（
市
役
所
４
階
産
業
政
策
課

　

内
）
☎

（21）
１
８
８
１

【マイナンバーカードの申請】
◆必要な持ち物
・ＱＲコード付き交付申請書（または通知カード）
・本人確認書類　
　　顔写真付きの公的な本人確認書類であれば１点、
　　顔写真のない公的な本人確認書類であれば２点

問　申請サポートに関すること
　　情報政策課　☎７５－８５２１（平日８時30分～17時）
　　マイナンバー制度、マイナポイント事業全般に関すること　
　　 マイナンバー総合フリーダイヤル　
　　☎０１２０－９５－０１７８
　　（平日９時30分～20時、土日祝９時30分～17時30分）

詳
し
く
は

こ
ち
ら
◀

子育て家庭を
応援しませんか！

普
通
救
命
講
習

日
時　
９
月
12
日
㈰　

９
時
～
12
時

場
所　

消
防
本
部
４
階
会
議
室

※
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
あ
り
ま
せ
ん
。

内
容　

 

心
肺
そ
生
法
、
Ａ
Ｅ
Ｄ

取
扱
い
、
止
血
法
な
ど

定
員　

15
人（
先
着
順
）

※
左
記
へ
電
話
で
申
込
み
。

※
当
分
の
間
、
市
内
移
住
ま
た

は
市
内
事
業
所
な
ど
で
お
勤

め
の
人
に
制
限
し
ま
す
。

※
受
講
の
際
は
感
染
症
対
策
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

申

問　

消
防
本
部
警
防
課

　
　
　

☎
（25）
１
１
２
４

債
務
者
相
談
会

（
予
約
制
）

　

弁
護
士
に
よ
る
30
分
程
度
の

相
談
で
す
。
借
金
問
題
で
お
困

り
の
人
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　

９
月
９
日
㈭

　
　
　

13
時
30
分
～　

　
　
　

16
時
30
分

場
所　

市
役
所
４
階

　
　
　

４
Ｆ—

２
会
議
室

申
込
方
法　

事
前
に
電
話
で
左　
　

　
　
　
　
　

記
へ
申
込
み
。

定
員　

各
６
人（
先
着
順
）

申

問　

産
業
政
策
課

　
　
　

☎
（21）
１
８
８
１

子育ての援助をしてくださる「まかせて会員」を
募集しています。

令和３年度まかせて会員養成講習会

日時　10 月 13 日（水）　９時 30 分～ 11 時 40 分
　　　10 月 28 日（木）　９時 30 分～ 11 時 50 分
　　　11 月 10 日（水）　13 時 30 分～ 16 時 30 分
場所　ほっぺパーク２階（荘園）
対象　市内居住・20 歳以上の人
※ 10 月３日（日）までに下記へ申込みを。
※養成講習会の受講とは別に事前にファミリー・サ
　ポート・センター事業説明会も必ず受けてください。
※詳細は市ホームページをご覧になるか、
　下記へ電話でお問い合わせください。
申 問　ファミリー・サポート・センター　
　　　☎２７－１１８９
　　　９時～ 17 時 30 分（月曜日・祝日の翌日休館）

▲ホームページ

　市役所グランドフロア、エスカレーター付近で申請サポート窓口を開設しています。
時間外・休日の窓口については、市ホームページをご確認ください。

※９月は出張申請サポート窓口の巡回は
　実施しません。
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９月 15 日～ 21 日は
「別府市男女共同参画週間」です。

祝
日
の
ご
み
収
集

　

９
月
20
日
㈪
㈷
、
23
日
㈭
㈷

は
、
当
該
対
象
地
区
の
ご
み
の

収
集
を
行
い
ま
す
。
８
時
30
分

ま
で
に
決
め
ら
れ
た
場
所
に
お

出
し
く
だ
さ
い
。
収
集
日
は
ご

み
カ
レ
ン
ダ
ー
に
も
掲
載
し
て

い
ま
す
の
で
、
ご
確
認
の
う
え

お
出
し
く
だ
さ
い
。

問　

生
活
環
境
課

　
　

清
掃
事
務
所

　
　

☎
（66）
５
３
５
３

子
ど
も
に
関
す
る

弁
護
士
専
門
相
談

　

一
人
で
悩
み
を
抱
え
ず
に
、

ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　

９
月
24
日
㈮

　
　
　

16
時
～
18
時

場
所　

光
の
園
子
ど
も
家
庭
支

　
　
　

援
セ
ン
タ
ー
内（
荘
園
）

内
容　

子
ど
も
や
子
育
て
環
境

屋
外
広
告
物
適
正

化
旬
間

　

９
月
１
日
㈬
～
10
日
㈮
は
、

屋
外
広
告
物
適
正
化
旬
間
で

す
。

　

県
で
は
、「
良
好
な
景
観
の

形
成
」「
自
然
の
お
も
む
き
の

維
持
」「
広
告
物
の
倒
壊
・
落

下
な
ど
に
よ
る
危
険
防
止
」
の

た
め
、
屋
外
広
告
物
条
例
を
定

め
、
設
置
場
所
や
大
き
さ
な
ど

を
規
制
し
て
い
ま
す
。

　

良
好
な
景
観
の
形
成
と
広
告

物
に
よ
る
事
故
防
止
の
た
め
、

適
正
な
表
示
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

問　

大
分
県
別
府
土
木
事
務
所

　
　

管
理
課　

☎
（67）
０
２
１
２

空
き
家
無
料
相
談
会

（
予
約
制
）

　

小
さ
な
問
題
、大
き
な
問
題
、

あ
な
た
の
空
き
家
の
悩
み
を
一

緒
に
解
決
し
ま
せ
ん
か
。

　

空
き
家
の
管
理
、
利
活
用
、

解
体
な
ど
の
疑
問
点
を
土
地
家

屋
調
査
士
・
宅
地
建
物
取
引
士
・

行
政
書
士
が
、
空
き
家
所
有
者

の
相
談
を
お
伺
い
し
ま
す
。

日
時　

９
月
９
日
㈭

　
　
　

13
時
30
分
～
16
時
30
分

場
所　

市
役
所
３
階

　
　
　

３
Ｆ—
１
会
議
室

※ 

相
談
に
し
っ
か
り
と
対
応
さ

せ
て
い
た
だ
く
た
め
、
事
前

社
会
生
活
基
本
調
査

実
施
の
お
知
ら
せ

　

総
務
省
統
計
局
で
は
、
10
月

20
日
現
在
で
社
会
生
活
基
本
調

査
を
実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
わ
た
し
た
ち

が
１
日
の
う
ち
ど
の
く
ら
い
の

予
約
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

※
左
記
に
電
話
ま
た
は
市
役
所

３
階
都
市
計
画
課
で
事
前
予

約
で
き
ま
す
。

申

問　

都
市
計
画
課

　
　
　

☎
（21）
２
５
７
０

時
間
を
仕
事
、
家
事
、
地
域
で

の
活
動
な
ど
に
費
や
し
て
い
る

か
、
過
去
１
年
間
の
自
由
時
間

に
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
っ
た

か
に
つ
い
て
調
査
し
、
仕
事
と

生
活
の
調
和
（
ワ
ー
ク
・
ラ
イ

フ
・
バ
ラ
ン
ス
）
の
推
進
、
少

子
高
齢
化
対
策
な
ど
の
政
策
に

必
要
な
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
実
施
し
ま
す
。

　

９
月
上
旬
か
ら
対
象
と
な
る

14
地
区
、
約
168
世
帯
を
調
査
員

が
訪
問
し
ま
す
の
で
、
調
査
へ

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　

大
分
県
企
画
振
興
部

　
　

統
計
調
査
課

　

☎
０
９
７（
５
０
６
）２
４
５
１

に
関
す
る
悩
み
を
、
法
律
や

人
権
の
観
点
か
ら
弁
護
士
に

相
談
で
き
ま
す
。

※
無
料
。
１
人
30
分
程
度

※
電
話
で
左
記
へ
申
込
み
。

申

問　

別
府
市
子
ど
も
家
庭
総

　

合
支
援
拠
点
（
光
の
園
）

　

☎
０
８
０（
３
３
７
１
）０
８
７
４

　「男女共同参画社会」とは、性別に関わり
なく、人権を尊重し合い、個性と能力をあら
ゆる分野で十分に発揮することができる社会
です。男女共同参画社会の実現により、職場
環境や家庭生活の充実、地域力の向上が期待
できます。多様な人材が生かされ、誰もが暮
らしやすい「まちづくり」を、市民、企業、
行政が一体となって目指しましょう。
　
　別府市における男女共同参画社会づくりの
推進の拠点となる、別府市男女共同参画セン
ター「あす・べっぷ」は、相談、交流、学習、
情報の４つの機能で運営を行っています。近
くにお越しの際はぜひご利用ください。

■女性のための相談
　DV、セクハラ、マタハラなどのハラスメ
ント、家族の問題など、ひとりで悩まず、電
話でご相談ください。女性相談員がお話をお
伺いします。
※相談無料、秘密厳守
日時　毎週火～土曜　９時～ 17 時
相談用電話　☎２１－７８２０

問　別府市男女共同参画センター　
　　☎２１－８２８９
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高 齢 者 の 人 権
わたしたちのねがい

「高齢者あんしん電話」強化期間
　

ひとりで悩まず
お電話ください。
一緒に解決方法を
考えます（秘密厳守）。

日時　９月 14 日（火）～ 16 日（木）
　　　９時～ 16 時
内容　高齢者に対する暴行・虐待・嫌がらせ
　　　など高齢者に関する人権問題
相談員　人権擁護委員・法務局職員

  ☎０５７０－００３ー１１０
　      （全国共通・ナビダイヤル）

※ IP 電話の人は下記の大分県地方法務局
人権擁護課の電話（☎０９７ー５３２－
３３６８）をご利用ください。

※通常は平日８時 30 分～ 17 時 15 分「みん
なの人権 110 番」として（☎０５７０－
００３－１１０）で相談を受け付けています。
問　大分県地方法務局人権擁護課
　　☎０９７－５３２－３３６８

農
地
農
業
相
談

日
時　

９
月
16
日
㈭

　
　
　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

場
所　

市
役
所
４
階

　
　
　

農
業
委
員
会
室

内
容　

農
地
、
農
業
に
関
す
る　
　

　
　
　

相
談
な
ど

相
談
員　

農
業
委
員
、
農
地
利

　
　
　
　

用
最
適
化
推
進
委
員

※
予
約
は
９
月
８
日
㈬
ま
で
に

電
話
で
左
記
へ
申
込
み
。

申

問　

農
業
委
員
会
事
務
局

　
　
　

☎
（21）
１
１
７
８

～誰もが安心していきいきと暮らせる、　　　　　
　　　　　　　高齢者の人権を尊重した社会へ～

　65 歳以上の高齢者が総人口に占める割合を「高齢化
率」と言います。令和３年７月１日現在の概算値では、
日本の高齢化率は 29.0％でした。また、別府市の高齢
化率はこれを上回り、令和３年６月末現在で 34.4％と
なっており、高齢化率の上昇が続いています。

　このような中、高齢者の身体機能または認知機能の変
化につけこむ虐待や特殊詐欺といった人権侵害事件に巻
き込まれる人が増加しているのも事実です。　　　　　
　一方、年齢を重ね、これまでに培った知識と経験を活
用し、社会において活躍を続ける高齢者も少なくありま
せん。誰もが「いつまでも健康でいたい」「自分らしく
生きていたい」と願っています。　　　　　　　　　　
　高齢者の人権問題とは、自分たち一人一人が身をもっ
て体験する問題です。　　　　　　　　　　　　　　　
　また、高齢者人口の増加に伴い、介護を必要とする高
齢者も増加するため、介護者の負担を軽減できるように
支え合う地域社会づくりも必要になります。　

　全ての人が豊かな高齢期を送れるよう、高齢者及びそ
の家族が孤立することのないよう、地域社会全体で共生
する意識を持ち、誰もが「長生きして良かった」と思え
る社会にしていきましょう。　

お気軽にご相談ください（予約優先）
日時　８日（水）10 時～ 12 時、13 時～ 15 時　
場所　市役所４階４Ｆ－１会議室
問　共生社会実現・部落差別解消推進課　
　　☎２１－１２９１

９月の無料人権相談

詳
し
く
は

こ
ち
ら
◀

事
業
承
継
相
談
会

（
予
約
制
）

　

事
業
承
継
に

関
す
る
様
々
な

問
題
解
決
を
支

援
す
る
相
談
会

を
開
催
し
ま
す
。

対
象　

別
府
市
内
で
事
業
を
営　

　
　
　

む
個
人
・
法
人

日
時　

10
月
13
日
㈬

　
　
　

10
時
～
16
時

場
所　

市
役
所
５
階

　
　
　

５
Ｆ—

１
会
議
室

持
ち
物　

事
業
の
概
要
が
わ
か

る
も
の
（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・

決
算
書
・
申
告
書
な
ど
）

料
金　

無
料

相
談
員　

大
分
県
事
業
承
継
・　

　

引
継
ぎ
支
援
セ
ン
タ
ー

　

エ
リ
ア
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー　
　

　

岩
崎
美
紀
さ
ん

申
込
期
限　

10
月
６
日
㈬

※
先
着
順
、
５
組
に
達
し
次
第

受
付
終
了

※
事
前
予
約
制

　
（
１
組
50
分
）

※
詳
し
く
は
、

　

市
ホ
ー
ム

　

ペ
ー
ジ
を

　

ご
覧
く
だ
さ
い
。

申

問　

産
業
政
策
課

　
　
　

☎
（21）
１
１
３
２
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高額介護（予防）サービス費の負担上限額の見直し

　

利用者負担段階区分 世帯の
負担上限額

個人の
負担上限額

第１段階
市
民
税
非
課
税
世
帯

生活保護受給者など

15,000 円
第２段階

老齢福祉年金受給者

24,600 円課税年金収入額と合計所得金額の合計額が年間 80 万円以下の人

第３段階 非課税世帯で上記の区分に属さない 24,600 円

第４段階

市
民
税
課
税
世
帯

世帯に 65 歳以上で課税所得 145 万円以上の人がいない 44,400 円

第５段階 65 歳以上で課税所得 145 万円～ 380 万円未満
（年収 383 万円～ 770 万円）の人がいる 44,400 円

第６段階 65 歳以上で課税所得 380 万円～ 690 万円未満
（年収 770 万円～ 1,160 万円）の人がいる 93,000 円

第７段階 65 歳以上で課税所得 690 万円（年収 1,160 万円）以上の人がいる 140,100 円

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

の
各
種
講
座

場
所　

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

　
　
　
（
石
垣
東
10
丁
目
）

◆
じ
ん
け
ん
ふ
れ
あ
い
教
室

日
時　
９
月
14
日
㈫　

10
時
～
12
時

内
容　

筆
あ
そ
び

講
師　

 

板
井
佐
奈
枝
さ
ん

定
員　

10
人（
先
着
順
）

◆
人
権
ミ
ニ
講
座

日
時　

９
月
16
日
㈭

　
　
　

10
時
～
11
時
30
分

テ�

ー
マ　

部
落
差
別
問
題　
　

今
を
生
き
る
私
た
ち
～
歴
史

か
ら
学
ぶ
「
差
別
の
お
か
し

さ
」
～

講
師　
大
分
県
人
権
教
育
・
啓
発
推

進
協
議
会　

人
権
問
題
研
修
講
師

別
府
溝
部
学
園
短
期
大
学

　
非
常
勤
講
師　

一
法
師
英
昭
さ
ん

◆
市
民
人
権
講
座

日
時　
９
月
22
日
㈬　

10
時
～
12
時

テ�

ー
マ　

人
権
尊
重
の
ま
ち
づ

く
り
～
ネ
ッ
ト
上
の
差
別
に

つ
い
て
考
え
る
～

講
師　

大
分
県
教
育
庁　
人
権

教
育
・
部
落
差
別
解
消
推
進
課
主
任

　
社
会
教
育
主
事　

秋
吉
邦
治
さ
ん

※
人
権
ミ
ニ
講
座
と
市
民
人
権
講

座
は
、
事
前
に
左
記
へ
申
込
み
。

申

問　

共
生
社
会
実
現
・
部
落
差
別

　
解
消
推
進
課　

☎
（21）
１
２
９
１

　
　

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

　
　

☎
（23）
６
１
６
３

身
近
な
人
権
講
座

日
時　

９
月
30
日
㈭

　
　
　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

場
所　

北
部
地
区
公
民
館

　
　
　
（
上
人
ケ
浜
町
）

テ�

ー
マ　

外
国
人
の
人
権
問
題

　

別
府
温
泉
が
育
む
多
文
化
交

　

流
と
多
言
語
支
援

講
師　
べ
ぷ
は
ち

　

Beppu Rainbow
 Society 

　

多
文
化
共
生
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

神
智
子
さ
ん

問　

共
生
社
会
実
現
・
部
落

　
　

 

差
別
解
消
推
進
課

　
　

 

☎
（21）
１
２
９
１

人
権
相
談（
要
予
約
）

　

部
落
差
別
問
題
を
は
じ
め
と

し
た
人
権
問
題
に
関
す
る
各
種

相
談
を
電
話
や
面
接
で
お
受
け

し
ま
す
。

日
時　
月
～
金
曜
日　

９
時
～
16
時

　
　
　
（
受
付
15
時
30
分
ま
で
）

※
祝
日
、
年
末
年
始
は
除
く
。

場�

所
・
申

問

　

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

　
（
石
垣
東
10
丁
目
）

　

☎
（23）
６
１
６
３

　高額介護（予防）サービス費とは、１か月の介護サービス費の利用者負担額が一定の上限を超えたときに申
請により超えた分が払い戻される制度です。令和３年８月のサービス利用分から、一定年収以上の高所得者
世帯について、負担上限額の見直しが行われます。

新
設

問　介護保険課　☎２１－１４６３
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《すくすく１さい応募要項》 10 月号締切９月７日 ( 火 ) 写真の裏に住所・氏名( ふりがな )・性別・生年月日・電話

番号を記入して、秘書広報課まで（郵送・Ｅメールで応募する場合は事前にご連絡を）期限厳守でお願いします。

※紙面の都合で、応募者全員を掲載できない場合もあります。

　このページはウェブ版市報にも掲載します。

【〒 874-8511 別府市秘書広報課　☎ 21-1111 内線 2233、2234　 sec-ma@ci ty .beppu . lg . j p】

NET119緊急通報システムを
救急の日（９月９日）に運用開始

阿部　朱
あ き

希　ちゃん
（内竈）〈２日〉

釜堀　楓
ふ う か

佳　ちゃん
（竹の内）〈４日〉

岡部　希
き さ き

咲　ちゃん
（亀川浜田町）〈11 日〉

荒谷　果
か の

乃　ちゃん
（石垣東２丁目）〈16 日〉

木村　里
さ と み

海　くん
（南立石二区）〈11 日〉

奥平　凌
り ょ う

央　くん
（荘園）〈４日〉

河野　龍
りゅうと

翔　くん
（野田）〈１日〉

利用対象者
　別府市に在住・通勤・通学をされている聴覚
や音声または言語機能の障がいなどを有してい
る方で、音声による119番通報が困難な方

利用条件
　ＧＰＳ機能を搭載し、インターネットに接続
が可能でメールサービスが利用できる携帯電話
・スマートフォン・タブレット端末が必要です。
※ＮＥＴ１１９は無料でご利用いただけますが、

インターネットの接続に必要な通信料は、利
用者の負担となります。

登録方法
　ＮＥＴ１１９緊急通報システムを使うために
は、事前登録が必要です。下記コードから別府
市消防本部ホームページにアクセスして【ＮＥ
Ｔ１１９緊急通報システム】のページから登録
してください。対応機種、登録方法、通報の流
れ、内容などをご確認ください。

問 　別府市消防本部　
　　消防署　指令室
　　☎   ２５－１１２２
　　FAX ２３－３２１１
              center-cr@city.beppu.lg.jp

　ＮＥＴ１１９とは、聴覚や音声または言語
機能の障がいなどで音声による通話を困難と
している方が、携帯電話やスマートフォンの
Ｗｅｂ（インターネット）サイトにアクセス
して、簡単な画面操作で「火災」「救急」の
要請を選び、自宅やよく行く場所を登録して
おくことで即座に管轄の消防署に繫がるシス
テムです。
　なお、登録していない場所に居た場合は、
ＧＰＳ機能で位置情報がスマートフォンの画
面上に表示され、助けを求める位置を知らせ
ることもできます。
　 そ の 後 は 、 文 字 の や り 取 り ( テ キ ス ト
チャット)で詳細な情報を消防署と確認し合
える仕組みになっています。

◀詳細はこちら
※【NET119】のページは

     ９月９日（木）９時から

　
ご覧になれます。


